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　ユーザの音楽データをネット上のサーバで預かり、ユーザが自分の携帯電話に
ダウンロードできるサービスを提供していたイメージシティが、同サービスが
「著作権侵害に当たらない」との確認を求めていた訴訟で、東京地裁は５月２５日
複製や公衆送信の主体は同社であり、ユーザの私的複製ではないと判断、同社の
請求を棄却する判決を下した。（※）
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知的財産の『今』を伝える

（※）の続き
　問題となっていたイメージシティのサービス「ＭＹＵＴＡ」
は、携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスで、会員
ユーザに貸与したソフトで携帯電話用に変換した音楽データを、
同社のネット上のサーバで預かり、本人が携帯電話にダウンロ
ードしてどこでも聴ける仕組みだった。
　このサービスに対し、JASRACが、著作物の利用主体は同社で
ありJASRACの許諾が必要と申し入れた事から、同社はこのサー
ビスを中止した上で、JASRACの差止請求権が及ばないことの確
認を求めて、訴訟を起していた。同社は、複製や送信はユーザ
個人が行っているもので、著作権法の私的複製にあたると主張
していた。
　東京地裁の高部眞規子裁判長は、同サービスでは、ユーザは
どの曲を複製するかなど操作関与はするが、ユーザソフトの仕
様やストレージ保存条件などすべてイメージシティのシステム
設計で決定され、ファイルの複製主体はユーザではなくイメー
ジシティであると判断。
　また、所定の登録で誰でもユーザになれるから、イメージシ
ティにとってユーザは不特定多数であり、ファイルの送信は自
動公衆送信にあたると判断、ファイルの複製と自動公衆通信を
おこなっている行為は、管理著作物の著作権を侵害するとして、
同社の請求を棄却する判決を下した。
　JASRACは今回の判決について、「ユーザに対し著作物をアッ
プロードさせるシステムを提供するサービスについて、サービ
ス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に
示した」と高く評価するコメントを発表している。

【参考】平成18(ワ)10166 著作権侵害差止請求権不存在確認請
求事件　　　　
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf

ブラジル、特許ライセンス契約なしの
エイズ治療コピー薬導入

　ブラジルのルラ大統領は５月４日、米製薬大手メルクが特許
権を有するエイズ治療薬について、国内のエイズ患者治療のた
め、ライセンス契約なしで製造されたコピー薬の製造や輸入を
可能にする大統領令に署名した。
　ブラジルの特許法では、国の緊急事態とみなされる場合には
強制実施権の優先が認められており、過去にも、欧米の製薬会
社にコピー薬の導入をちらつかせながら医薬品の値下げ交渉を
してきたが、実際に導入したことはなかった。
　ブラジルは、エイズ患者に無料で治療薬を提供しており、国
連などから高い評価を得ているが、エイズ治療の費用が国家財
政を圧迫していたといわれ、メルクに対し、大幅な値下げを求
める交渉を行ってきたが決裂したという。
　世界貿易機関（ＷＴＯ）は、発展途上国でエイズ患者などが
高価な治療薬の投与を受けられずに死亡しているとの批判を受
けて、国家の非常事態などの場合に特許権者の許可なくコピー

薬を製造・供給することを認めており、今年１月末には、タイ
政府も、欧米の製薬会社のエイズ治療薬や血栓予防薬のコピー
薬を認可している。
　一方、メルクは、今回のブラジルの決定を批判。「誰もがエ
イズ治療をというブラジル政府の目標を支援すべく、誠意をも
って交渉してきたが、適正価格の提示が受け入れられなかっ
た。」と述べ、「知的財産が強制的に奪われたことは、研究開
発企業の活動を妨げ、画期的な新治療が必要な患者に悪影響を
及ぼす恐れがある。世界で１２番目の経済規模をもつブラジル
は、治療費を支払う余地はあるはず」と主張している。

特許庁、特許審査着手見通し時期照会の
対象拡大
～出願人・代理人以外の誰でも照会可能に～

　特許庁は５月７日、出願人・代理人ごとの審査未着手案件の
着手見通し時期を庁ホームページを通じて提供する「特許審査
着手見通し時期照会」の拡充を発表した。なお、今回更新提供
されるデータは、３月末時点での公開済みの案件で、かつ、４
月２７日時点での審査未着手案件の着手見通し時期となってい
る。
　従来は、自身の案件、又は、自身が代理している案件のみ照
会が可能で、出願人または代理人本人の確認用の識別番号とパ
スワードの取得が必要であったが、個別案件毎のホームページ
上での照会には、これらが不要で誰でも照会できるようになっ
た。また、リストデータのダウンロードには、従来どおり識別
番号及びパスワードの取得が必要だが、他者の案件のリストデ
ータをダウンロードすることも可能となった。
　特許庁では、年度内に着手見通しの出願については、権利化
の必要性等を確認し、必要に応じて早期審査、面接審査、情報
提供などの制度の利用検討を勧め、また権利化の必要がなくな
った出願には、審査請求料返還制度の利用を勧めるとしている。

【参考】特許審査着手見通し時期照会について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm

「ジャンプ」「サンデー」の漫画を
ウィニーで公開、高専生ら逮捕
～ウィニーによる違法行為の刑事摘発は
　　　　　　　　　　　　　2003年以来２例目～

　ACCS（コンピュータソフトウェア著作権協会）の発表による
と、京都府警ハイテク犯罪対策室などは５月１８日、ファイル
交換ソフト「Winny」を通じ、週刊少年漫画誌の漫画をスキャ
ンした画像ファイルを無断でアップロードし送信できる状態に
していた、東京都の少年Ａ（17歳・高専生）、盛岡市のアルバ
イトの男Ｂ（26歳）、大阪市の会社員の男Ｃ（29歳）の３人を、




